
 

消費税引上げに伴う 
各種手数料等改定のお知らせ 

 

 

 

 消費税法の一部改正により、令和元年 10月 1日から消費税率が現行の 8％か 

ら 10％に変更されることとなりました。 

これに伴い、消費税が課税される当金庫の各種手数料等につきまして、令和

元年 10月 1日より新消費税率 10％を適用させていただきます。現在お客さまの

口座から自動引き落としさせていただいている手数料等につきましても、同様

とさせていただきます。 

 

当金庫は、これからもサービス向上に努めていく所存ですので、何卒ご理解

とご協力の程お願い申し上げます。 

 

 ご不明な点がございましたら、最寄りの取扱店窓口または渉外担当者にお問

い合わせください。 

 

 

 

お客様へのお願い 

 

 

 

 

 

お問い合わせ窓口 

本店営業部  （0287）84－1511 宇都宮支店  （028）636－6611 岡 本 支 店  （028）673－0925 

黒 羽 支 店  （0287）54－1161 宇都宮南支店 （028）633－3121 岡本駅前出張所 （028）612－1771 

高 部 支 店  （0295）58－2011 平 出 支 店  （028）662－1461 宝積寺支店  （028）675－4511 

茂 木 支 店  （0285）63－1241 平 松 支 店  （028）639－0211 氏 家 支 店  （028）681－7211 

    御幸ヶ原支店 （028）664－1511 

http://www.karashin-bank.co.jp 

現行の手数料（消費税率 8％）が表示された当金庫のパンフレットや

商品説明書等がお手元にある場合は、2019年 10月 1日以降は新手数

料（消費税率 10％）に読み替えてご利用ください。 


